
○
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
及
び
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
）
【
改
正
後
】

（
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
（
平
成
六
年
法
律
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
は
、
各
選
挙
区
の
人
口
」
の
下
に
「
（
最
近
の
国
勢
調
査
（
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
行
わ
れ
る
国
勢
調
査
に
限
る
。
）
の
結
果
に
よ
る
日
本
国
民
の
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
（
官
報

で
公
示
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
全
国
的
な
人
口
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
及
び
「
を
基
本
」

を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２
未一数員
満項がの次
のに生選条
端規じ挙第
数定た区一
がすとの項
生るき数の
じ衆はは規
た議、、定
と院こ各に
き小れ都よ
は選を道る
、挙一府勧
こ区に県告
れ選切のに
を出り人係
一議上口る
に員げを前
切のる小項
り定も選の
上数の挙改
げにと区定
る相す基案
も当る準の
の 除作す。
と）数成る
すの（に数
る合そ当と
。計のた）合

数除っ
と致

が数て
すす

公ではるる
職各、。こ
選都各と
挙道都と
法府道な
（県府る
昭の県除
和人の数
二口区を
十を域い
五除内う
年しの。

）法て衆
で律得議
除第た院
し百数小
て号（選
得）一挙
た第未区
数四満選
（条の出
一第端議

３

次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
係
る
第
一
項
の
改
定
案
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
各
都
道
府
県
の
区
域
内
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出

議
員
の
選
挙
区
の
数
は
、
変
更
し
な
い
も
の
と
す
る
。

「しにる
こて当と第
と得た認四
がたるめ条
で数年る第
きがにと一
る二行き項
」以わは中
を上れ」「

（「とるを
平もな国「
成のっ勢国

と 十た調勢
す 調九と査
るきに査年
」は限（法
に、統律る
改当。計第

）め該法五
のる国第十
結。勢五三
果調条号
に査第）

」よの二をる結項削日果た
本り

にだ
国、

よし
同る民書
条人のの
第口人規
二が口定

の項最に
初う中よ

ち「にり
、人官、
そ口報前
のので項

公最著の
もし示国

いさ多勢
れい調不

たも査均
日のが衡
かを行そ
ら最わの
一もれ他
年少た特
以な年別
内いかの
にもら事
」の五情
にで年が
、除目あ



（
公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
四
百
七
十
五
人
」
を
「
四
百
六
十
五
人
」
に
、
「
二
百
九
十
五
人
」
を
「
二
百
八
十
九
人
」
に
、
「
百
八
十
人
」
を
「
百

七
十
六
人
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

別
表
第
二
は
、
国
勢
調
査
（
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
十
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
国

勢
調
査
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
結
果
に
よ
つ
て
、
更
正
す
る
こ
と
を
例
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
選
挙
区

の
議
員
数
は
、
各
選
挙
区
の
人
口
（
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
日
本
国
民
の
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
比

例
代
表
基
準
除
数
（
そ
の
除
数
で
各
選
挙
区
の
人
口
を
除
し
て
得
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
一
に
切
り
上
げ
る
も

の
と
す
る
。
）
の
合
計
数
が
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
定
数
に
相
当
す
る
数
と
合
致
す
る
こ
と
と
な
る
除

数
を
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
一
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
。

はと
一こ第
部ろ十
をに八
合よ条
わり第
せ」一
てを項
、加た
開えだ
票、し「
区書

数
」中

開
に「

票
改又区
めは

を
る」

設
。を

け
「又
、は
又数
は

町
」

村
に

」
改を
め

「
、

、
同

又
条は
第数
二

市
項

町
中

村
「」
選

に
挙

、
「管
を理
合委
せ員
て会
一は
開」
票の
区下
」に
を「
「、
の政
全令
部で
若定
しめ
くる

第
百
七
十
五
条
第
五
項
中
「
規
定
に
よ
り
」
の
下
に
「
当
該
選
挙
の
行
わ
れ
る
」
を
加
え
、
「
を
分
け
て
数
開
票
区
を
設
け
た
」
を
「
（
当

該
区
域
が
二
以
上
の
選
挙
区
に
分
か
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
選
挙
区
の
区
域
）
が
数
開
票
区
に
分
か
れ
て
い
る
」
に
改
め
、
「
選
挙
区
ご
と

に
」
を
削
り
、
「
の
開
票
区
」
の
下
に
「
（
当
該
選
挙
の
行
わ
れ
る
市
町
村
の
区
域
が
二
以
上
の
選
挙
区
に
分
か
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
市

町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
選
挙
区
ご
と
に
指
定
す
る
一
の
開
票
区
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
北
海
道
第
一
区
の
項
及
び
北
海
道
第
二
区
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（
中
略
）

別
表
第
二
東
北
の
項
中
「
十
四
人
」
を
「
十
三
人
」
に
改
め
、
同
表
北
関
東
の
項
中
「
二
十
人
」
を
「
十
九
人
」
に
改
め
、
同
表
近
畿
の
項

中
「
二
十
九
人
」
を
「
二
十
八
人
」
に
改
め
、
同
表
九
州
の
項
中
「
二
十
一
人
」
を
「
二
十
人
」
に
改
め
、
同
表
中
「
こ
の
表
は
、
国
勢
調
査

（
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
十
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
国
勢
調
査
に
限
る
。
）
の
結
果
に

よ
つ
て
、
更
正
す
る
こ
と
を
例
と
す
る
。
」
を
削
る
。

附

則


（
施
行
期
日
）


第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
衆
議
院
議
員

選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
及
び
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
（
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
に
お
い
て
「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
二
十
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
改
定
案
の
作
成
及
び
勧
告
並
び
に
法
制
上
の
措
置
）

第
二
条

衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
新
選
挙
区
画
定
審
議
会
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
新
選
挙

区
画
定
審
議
会
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
定
案
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
改
定
案
」
と
い

う
。
）
の
作
成
及
び
勧
告
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
平
成
二
十
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
改
定
案
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
新
選
挙
区
画
定
審
議
会
法
第
三
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
都
道
府
県
の
区
域
内
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
小
選
挙
区
」

と
い
う
。
）
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
。

一

二
百
八
十
九
人
を
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
定
数
と
、
平
成
二
十
七
年
の
国
勢
調
査
を
新
選
挙
区
画
定
審
議
会
法
第
四
条
第
一
項
の



国
勢
調
査
と
み
な
し
て
新
選
挙
区
画
定
審
議
会
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
得
ら
れ
る
小
選
挙
区
の
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
新
方
式
小
選
挙
区
定
数
」
と
い
う
。
）
が
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
公
職
選
挙
法
（
次
項
第
二
号
及
び
次
条
に
お
い
て
「
旧
公

職
選
挙
法
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
に
お
け
る
都
道
府
県
の
区
域
内
の
小
選
挙
区
の
数
（
次
号
に
お
い
て
「
改
正
前
小
選
挙
区
定
数
」
と
い

う
。
）
よ
り
少
な
い
都
道
府
県
の
う
ち
、
当
該
都
道
府
県
の
平
成
二
十
七
年
国
勢
調
査
人
口
（
平
成
二
十
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る

日
本
国
民
の
人
口
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
新
方
式
小
選
挙
区
定
数
で
除
し
て
得
た
数
が
最
も
少
な
い
都
道
府
県
か

ら
順
次
そ
の
順
位
を
付
し
た
場
合
に
お
け
る
第
一
順
位
か
ら
第
六
順
位
ま
で
に
該
当
す
る
都
道
府
県

新
方
式
小
選
挙
区
定
数

二

前
号
に
掲
げ
る
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県

改
正
前
小
選
挙
区
定
数

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
平
成
二
十
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
改
定
案
の
作
成
は
、
新
選
挙
区
画
定
審
議
会
法
第
三
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

各
小
選
挙
区
の
人
口
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

各
小
選
挙
区
の
平
成
二
十
七
年
国
勢
調
査
人
口
が
、
平
成
二
十
七
年
国
勢
調
査
人
口
の
最
も
少
な
い
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
平

成
二
十
七
年
国
勢
調
査
人
口
の
最
も
少
な
い
小
選
挙
区
の
平
成
二
十
七
年
国
勢
調
査
人
口
以
上
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
平
成
二
十
七
年

国
勢
調
査
人
口
の
二
倍
未
満
で
あ
る
こ
と
。

ロ

各
小
選
挙
区
の
平
成
三
十
二
年
見
込
人
口
（
平
成
二
十
七
年
国
勢
調
査
人
口
に
、
平
成
二
十
七
年
国
勢
調
査
人
口
を
平
成
二
十
二
年
国

勢
調
査
人
口
（
平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
日
本
国
民
の
人
口
を
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
数
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
平
成
三
十
二
年
見
込
人
口
の
最
も
少
な
い
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
平
成
三
十
二
年
見
込
人

口
の
最
も
少
な
い
小
選
挙
区
の
平
成
三
十
二
年
見
込
人
口
以
上
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
平
成
三
十
二
年
見
込
人
口
の
二
倍
未
満
で
あ
る

こ
と
を
基
本
と
す
る
こ
と
。

二

小
選
挙
区
の
改
定
案
の
作
成
は
、
旧
公
職
選
挙
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
小
選
挙
区
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
こ
と
を
基
本



と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
各
小
選
挙
区
の
平
成
二
十
七
年
国
勢
調
査
人
口
及
び
平
成
三
十
二
年
見

込
人
口
の
均
衡
を
図
り
（
イ
に
掲
げ
る
小
選
挙
区
の
改
定
案
の
作
成
の
場
合
に
限
る
。
）
、
行
政
区
画
、
地
勢
、
交
通
等
の
事
情
を
総
合
的
に

考
慮
し
て
合
理
的
に
行
う
こ
と
。

イ

前
号
イ
及
び
ロ
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
小
選
挙
区

ロ

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
区
域
内
の
小
選
挙
区

ハ

前
号
の
基
準
に
適
合
し
な
い
小
選
挙
区

ニ

ハ
に
掲
げ
る
小
選
挙
区
を
前
号
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
行
う
改
定
に
伴
い
改
定
す
べ
き
こ
と
と
な
る
小
選
挙
区

４

新
選
挙
区
画
定
審
議
会
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
平
成
二
十
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
改
定
案
の
勧
告
は
、
新
選
挙
区
画
定
審
議

会
法
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
お
い
て
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

５

政
府
は
、
平
成
二
十
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
改
定
案
に
係
る
新
選
挙
区
画
定
審
議
会
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
が
あ
っ
た

と
き
は
、
当
該
勧
告
に
基
づ
き
、
速
や
か
に
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
公
職
選
挙
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
新
公

職
選
挙
法
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
百
七
十
五
条
第
五
項
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
一
部
施
行
日
以
後
初
め

て
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
部
施
行
日
以
後
の
初
回
の
総
選
挙
」
と
い
う
。
）
か
ら
、

衆
議
院
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
つ
い
て
は
一
部
施
行
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
一
部
施

行
日
ま
で
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
た
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
、
一
部
施
行
日
以
後
の
初
回
の
総
選
挙
の
期
日
の
公
示
の
日
の
前

日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
選
挙
及
び
一
部
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙

（
衆
議
院
議
員
の
選
挙
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



２

新
公
職
選
挙
法
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
百
七
十
五
条
第
五
項
の
規
定
並
び
に
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
議
員
の
選
挙
等

の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
十
九
条
の
規
定
は
、
一
部
施
行
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ

れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
一
部
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
新
国
民
審
査
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新
国
民
審
査
法
第
五
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四

項
ま
で
及
び
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
一
部
施
行
日
以
後
そ
の
期

日
を
告
示
さ
れ
る
審
査
に
つ
い
て
適
用
し
、
一
部
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
審
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
新
公
職
選
挙
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
の
取
扱
い
）

第
四
条

新
公
職
選
挙
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
十
九
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
日
」

と
い
う
。
）
現
在
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
基
準
日
の
翌
日
か
ら
一
部
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
同
表
に
掲
げ
る
行
政
区
画
そ
の

他
の
区
域
に
変
更
が
あ
っ
て
も
、
当
該
選
挙
区
に
関
す
る
限
り
、
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
の
変
更
が
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、

基
準
日
の
翌
日
か
ら
一
部
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
同
表
で
定
め
る
二
以
上
の
選
挙
区
に
わ
た
っ
て
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）

の
境
界
変
更
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
の
区
又
は
総
合
区
の
区
域

の
変
更
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
一
部
施
行
日
に
当
該
境
界
変
更
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
公

職
選
挙
法
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
不
断
の
見
直
し
）

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
全
国
民
を
代
表
す
る
国
会
議
員
を
選
出
す
る
た
め
の
望
ま
し
い
選
挙
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、



民
意
の
集
約
と
反
映
を
基
本
と
し
そ
の
間
の
適
正
な
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
つ
つ
、
公
正
か
つ
効
果
的
な
代
表
と
い
う
目
的
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
、

不
断
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
第
三
項
中
「
又
は
総
合
区
」
を
「
（
総
合
区
を
含
む
。
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
数
町
村
」
を
「
数
市
町

村
」
に
、
「
を
区
域
と
す
る
」
を
「
の
全
部
又
は
一
部
を
合
わ
せ
て
設
け
た
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
総
合
区
」
を
削
り
、
「
数
町

村
」
を
「
数
市
町
村
又
は
指
定
都
市
の
数
区
」
に
、
「
を
区
域
と
す
る
」
を
「
の
全
部
又
は
一
部
を
合
わ
せ
て
設
け
た
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
、

そ
の
旨
を
数
区
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
合
わ
せ
て
設
け
た
開
票
区
の
開
票
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
改第
め五
る条
。の

三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」

（
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
中
「
数
開
票
区
」
を
「
開
票
区
」
に
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
る
。


